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２５年請願第２４号  まつぼっくり保育園の現地存続について 

 

１ 請願事項 

  まつぼっくり保育園が現地もしくはその周辺で存続できるよう，必要な手

だてをとること。 
 

２ 現況 

（１） まつぼっくり保育園の設立経緯について 

   まつぼっくり保育園については，昭和２９年に九州大学職員の託児所と

して事業開始され，昭和５２年から，現在の運営法人である「社会福祉法

人わらべ福祉会」が運営する認可保育所として運営されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） まつぼっくり保育園の用地について 

   まつぼっくり保育園の用地については，社会福祉法人が九州大学より，

３年毎の使用貸借契約により無償で借りてきており，九州大学統合移転事

業に伴い，九州大学より社会福祉法人に対して当該用地の取り扱いに関す

る説明がなされている。 

   現在，社会福祉法人と九州大学において，当該用地の売買に関する協議

が行われており，九州大学移転後も保育園が現地またはその周辺で存続で

きるよう，売却する土地の面積や時期等について，話し合いを続けている

ところである。 
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（３） まつぼっくり保育園周辺の保育需要について 

まつぼっくり保育園の位置する箱崎・馬出地域については，近年，保育

需要が高く，保育機能が必要な地域である。 

 

    

 

 

 

 

（４）保育園と福岡市とのこれまでの協議内容について 

まつぼっくり保育園を運営する社会福祉法人わらべ福祉会においては，

平成２３年度頃より，こども未来局に対して，「九州大学統合移転事業に

伴い，当該用地の無償貸与の継続が困難になっている」との相談をしてい

る。 

保育所整備における用地の取り扱いについては，平成１４年度以降，事

業者による土地確保を基本に進めており，当該保育園の用地については，

社会福祉法人と九州大学との契約であることから，こども未来局としては，

現地またはその周辺に存続できるよう，九州大学と九州大学移転後の跡地

の取り扱いについて協議をするよう伝えるとともに，社会福祉法人に対し

て土地取得や運営面に関する助言を行ってきている。 

平成２５年１１月には，社会福祉法人から九州大学に対して，用地取得

の相談が行われており，平成２６年３月には社会福祉法人に対してこども

未来局から再度，土地取得や運営面に関する助言を行っている。 

 

 

３ 請願に対する福岡市の考え方 

まつぼっくり保育園における保育所用地については，社会福祉法人と九

州大学との契約であり，現在，社会福祉法人と九州大学で九州大学移転後

も保育園が現地またはその周辺で存続できるよう，話し合いをしていると

ころである。 

まつぼっくり保育園の位置する箱崎・馬出地域においては，保育需要が

高く，保育機能が必要な地域と考えていることから，福岡市としては，社

会福祉法人と九州大学との協議が円満に整うよう，社会福祉法人に対して

必要な助言を行い，保育園が現地またはその周辺で存続できるよう支援し

ていく。 
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